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第１章 計画の概要 
 

１．計画の趣旨 

近年、少子化の進行や増加する児童虐待等、子どもを取り巻く環境が変化する中で、社会全

体で子どもの育ちと子育てを支えることにより、すべての子どもが健やかに育ち、安心して子育

てができる環境づくりに取り組んでいくことが行政の重要課題となっています。 

このような状況の中、名張市では次世代を担う社会の宝である子どもたちの権利を保障し、

心身ともに健全に育むことを目的に平成１８年３月に市で初めての議員提案による「名張市子ど

も条例」（以下「条例」といいます。）を制定しました。 

この条例の考えのもと、具体的にどのように行動していくべきかを平成２１年３月に「ばりっ子

すくすく計画」（以下「基本計画」といいます。）にまとめ、基本計画に位置付けた各種施策を推

進してきました。 

 

２．計画の見直し 

条例では、基本計画を策定後３年ごとに必要があれば見直しすることと規定しています。 

このことから、条例に基づき、子どもの権利を保障するために設置された「名張市子ども権利

委員会」（以下「委員会」という。）において、平成２２年８月から平成２３年１０月の間、計１０回、

見直しのための協議を行ってまいりました。 

また、基本計画の見直しにあたり、その検討資料とするために、子どもの権利に関する実態・

意識についてのアンケート調査を実施しました。 

調査は平成２３年６月に実施し、調査対象は、市内小学校の２年生と５年生、市内中学校の２

年生、調査対象児童生徒の保護者、市内小中学校教職員、市役所職員で、合計４，６９３件の

回答がありました。 

 

３．見直しの内容 

委員会での協議において、現在の基本計画が条例制定後初めて策定され、子どもを健全に

育むための６つの主体（市、市民、事業者、保護者、関係施設、子ども）がそれぞれの役割の中

で、子どもの大切な４つの権利（生きる、育まれる、守られる、参加する）を保障し、子どもを健全

に育成するために取り組むべき事柄をまとめたものであり、基本計画が策定されて３年を経過す

る現時点では、その取組を着実に引き継いでいくことが重要であるとして、基本計画の基本とな

る柱の改訂は行わないこととしました。 

ただし、基本計画策定以降の社会情勢の変化や、それに伴う当市の施策展開などにより、特

に注視すべき項目として次の５項目を主に市や学校等が実施する行動計画に反映するよう見

直し、「ばりっ子すくすく計画（第２次）」を策定しました。 
※ 基本計画において「子ども」とは、名張市で学び、暮らし、働く１８歳以下の子どもをいいます。 

 

① 子どもの権利に関する「名張市子ども条例」の啓発 

アンケート結果において、まだまだ、条例に係る市民の認知度や理解度が低いことを勘

案して、条例の理念や取組の更なる啓発・研修事業に取り組んでいくことが喫緊の課題で

あると判断し、基本計画の具体的行動に盛り込むこととしました。 

 

② 発達障害者支援に対する取組 

発達障害のある子どもやその家族への生活全般にわたる支援の必要性を背景に、平成
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１７年に発達障害者に対する支援の促進を目指した「発達障害者支援法」が施行されまし

た。 

名張市における、これらの発達障害を中心とした支援環境やシステム整備・充実等を基

本計画の具体的行動に盛り込むこととしました。 

 

③ 児童虐待防止に対する取組 

子どもの命を奪う痛ましい児童虐待の報道が後を絶ちません。虐待を受けた子どもはそ

の後の成長発達にも影響を受けるといわれており、重大な問題となっております。 

名張市における、児童虐待防止に対する相談や養育・生活・就労支援、全市的な支援

体制、並びに在宅保育支援等の取組を基本計画の具体的行動に盛り込むこととしました。 

 

④ ワーク・ライフ・バランスの推進 

バブル崩壊以降、経済の長期低迷等を背景として、個人にとって働き方をめぐる様々な

問題が生じ、少子化の観点から見ても、男女が安心して子どもを産み育てられる環境を整

備するうえで、個人、社会全体、個々の企業・組織、それぞれにとって、ワーク・ライフ・バラ

ンスの推進は喫緊の課題となっています。 

名張市における、ワーク・ライフ・バランスを推進するための取組を基本計画の具体的行

動に盛り込むこととしました。 

 

⑤ 名張市子ども教育ビジョンの推進 

名張市では、平成２２年に「名張市子ども教育ビジョン」を策定し、名張市がめざす教育

やめざす子ども像を明確に示し、学校や関係機関、家庭、地域が相互に連携し、人格形

成に最も影響を与える子どもの育ちや教育に関わる様々な施策を展開していくこととして

います。この「名張市子ども教育ビジョン」の取組を基本計画の具体的行動に盛り込むこと

としました。 

 

４．計画の性格 

条例では、子どもを健全に育むために、大きく６つの主体（市、市民、事業者、保護者、関係

施設、子ども）について、その役割を定めています。 

（以下、市民を地域、事業者を企業、保護者を家庭、関係施設を学校等といいます。） 

 

 

 

子どもの権利の保障 と 健やかな成長 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

名張市子ども条例 

市 民 

（地域） 事業者 

（企業） 

保護者 

（家庭） 

関係施設 

（学校等） 

市 
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この基本計画は、条例に基づき、それぞれが取り組むべき事柄をまとめました。目新しさはな

くとも、実行するには相当な努力が必要です。 

市民一人ひとりが、子どもを育てる当事者として役割を自覚し、まずはできることから始め、名

張市が「社会全体で子どもを育んでいくまち」として、互いに協働し、次世代を担う子どもたちを

幸せに、健やかに育むことを目指します。 

 

５．計画の構成 

この基本計画では、条例における子どもの大切な４つの権利（生きる、育まれる、守られる、参

加する）を基本的な視点として市、地域、企業、家庭、学校等の取組を計画としてまとめるととも

に、子どもについては、子どもが自らの行動としての「生きる」「参加する」権利について位置付

けました。 

地域、企業、家庭、子どもの行動については「行動指針」、市、学校等の行動については「行

動計画」という形で表し、全体として「ばりっ子すくすく計画」としています。 

それぞれで取り組むべき具体的な行動項目のうち、例えば家庭の場合、取り組むべき内容は、

それぞれの考え方や状況に相違があり、一斉に取り組むべき計画として定めることは適当では

ありません。いくつかの選択肢から、それぞれの家庭で選んだ項目について、自主的に取り組

んでいくことが実態に即していると考えます。このことは、地域、企業も同じです。 

そのような理由から、地域、企業、家庭、子どもについては、選択して取り組んでいく事項を

「行動指針」として表します。一方、市と学校等の行動部分については、自らの取組事項である

ことから「行動計画」と表します。 

 

６．計画期間 

・計画期間は平成２４年４月から平成２７年３月までとします。 

・基本計画は、策定後３年ごとに検証を行い、その結果に基づいて計画の見直しを行いま

す。 

・基本計画の進捗状況を毎年、議会へ報告するとともに、市民に公表します。 

 

７．計画の位置付け 

基本計画は、条例第２０条に基づき、子どもの権利を尊重し子どもを健全に育成するために、

多様な主体が協力、連携し、子どもを育てるための行動の指針を名張市総合計画に沿って定

めたものです。また、子どもを産み健全に育てるための環境づくりなど、総合的な施策の推進の

指針として平成２２年に策定した「名張市次世代育成支援行動計画（後期計画）」と合わせて、

名張市の子どもの健全育成を図るものです。 

同時に、名張市子ども教育ビジョンや名張市人権施策基本計画等とも連携、補完しあいなが

ら実践していきます。 
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「名張市総合計画」････ 名張市の最も基本となる計画です。さまざまな分野別の計画や施策の基本的な指

針としての役割を持つもので、各分野別の計画は、総合計画を補完し、具体化する

ものとして位置づけ、総合計画と緊密な連携を図ります。  （平成１６年３月策定） 

（後期基本計画 平成２２年３月策定） 

 

 

「名張市人権施策基本計画」････ 市のあらゆる施策に人権尊重の精神を活かした施策を推進するとともに、

市民との協働により市民一人ひとりが人権尊重の高揚を図り、だれもがいきいきと輝

いて暮らすまち「福祉の理想郷づくり」を推進するための計画です。 

 （平成１６年６月策定・平成２１年４月改定） 

 

 

「名張市男女共同参画基本計画」････ 平成１８年４月に制定された「名張市男女共同参画推進条例」に基づ

き、名張市において市民一人ひとりが互いを大切にし、男女がともに輝く、男女共同

参画社会を構築するため、市民を取り巻く社会環境の変化や、それに付随する新た

な課題に対応するとともに、条例の基本理念に基づき、総合的かつ計画的に推進す

るための計画です。                         （平成１９年３月策定） 

 

 

「名張市次世代育成支援行動計画」････ 平成１５年７月に制定された「次世代育成支援対策推進法」に基づ

き、市民一人ひとりが子ども達や親の支えとなって、次代を担う子ども達が健やかに

生まれ育成される環境づくりを推進するための計画です。  （平成１７年３月策定） 

（後期行動計画 平成２２年３月策定） 

 

 

「名張市子ども教育ビジョン」････名張市がめざす教育やめざす子ども像を明確に示し、学校や関係機関、家

庭、地域が相互に連携し、人格形成に最も影響を与える子どもの育ちや教育に関わ

る様々な施策を展開していくための計画です。        （平成２２年１０月策定） 

 

 

名張市総合計画 

人権施策 

基本計画 

ばりっ子 

すくすく 

計画

次世代

育成支

援行動

計画 

男女共同

参画基本

計画 
連携・補完 

連携 

補完 

子ども 

教育 

ビジョン 

連携・補完

連携

補完
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８．推進体制 

① 庁内における推進体制 

基本計画に基づく施策を推進するための調整・協議は、関係室で構成する「名張市子

ども条例推進プロジェクトチーム」において実施するものとしますが、全庁的及び総合的か

つ効果的に推進していくものについては、「主管室長会議」及び「子ども健全育成推進本

部」において調整・協議するものとします。 

 

② 市民参加組織の設置 

条例の規定に基づき、子どもに関する施策における子どもの権利の保障の状況につい

て調査審議するために、人権、教育、福祉等子どもの権利にかかわる分野における学識

経験者等や市民が参加する「名張市子ども権利委員会」を設置するものとします。 
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第２章 計画の基本的な考え方 
 

基本計画は、条例に定める「子どもの権利保障と救済」と「子どもの健全育成」を市民一人ひ

とりが自覚し、進めていく取組をまとめました。 

 
１．基本理念 

１．子どもの権利を尊重し、その保障に努める。 

２．みんなが相互に協力し、子どもの最善の利益を考えながら子どもが安全に安心して暮らし、

健全に育つまちづくりに努める。 

 
２．基本的視点 

条例での子どもの大切な４つの権利としての、生きる、育まれる、守られる、参加する権利を

基本的な視点として市、地域、企業、家庭、学校等の取組を行動計画、行動指針として表して

います。 

 

区 分 
行 動 計 画 

（市・学校等の取組） 
行 動 指 針 

（地域・企業・家庭での取組） 

生きる権利 
子どもが安心して健

やかに生きるまち 

・子どもの権利、命の大切さを学ぶ機

会を提供します。 

・子どもの健康を守ります。 

・子どもの安全、安心を守ろう。 

・子どもに愛情を持って接し、子どもの

人格を尊重しながら育てよう。 

育まれる権利 
子どもが社会の中で

一人の人間としてより

よく育つまち 

・地域や企業での子育てを応援しま

す。 

・学校教育を充実させ、生きる力、豊

かな心を育みます。 

・家庭教育を支援し、明るくいきいき

子育てができるようにします。 

・社会のルールを守り、自立する心を

育みます。 

・地域に開かれた学校づくりを進めま

す。 

・職員の専門性の向上を図ります。 

・子育てを地域で見守ろう。 

・社会のルールをみんなで守ろう 

・地域で人づくりを進めよう。 

・子育てに企業も一緒に関わろう。 

・※「ワーク・ライフ・バランス」の取組を

進めよう。 

・家庭内のコミュニケーションを大切に

しよう。 

・家庭のルール、社会のルールを身

につけよう。 

・基本的生活習慣を身につけさせよ

う。 

守られる権利 
子どもが守られるまち 

・いじめや虐待はしません、許しませ

ん。 

・地域とともに子どもを守ります。 

・地域ぐるみの見守りと支援の輪をつ

くろう。 

・子どもの見守りに企業も参加しよう。 

・家庭から有害環境をなくし、プライバ

シーを守ろう。 

参加する権利 
子どもが自ら参加す

るまち 

・子どもたちが、積極的に参画できる

機会と場を広げます。 

・居場所を確保し、体験活動を支援し

ます。 

・出会いの場をたくさんつくろう。 

・多くの出会いの場で、子どもを育も

う。 

 

※ ワーク・ライフ・バランス ： 仕事と生活の調和。仕事と仕事を離れた個人の生活の両方について、どちらかが

犠牲になることなく、それぞれをバランスよく充実させていこうという考え方のことをい

います。 
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○ 子どもの行動指針 

区 分 行 動 指 針 （子どもの取組） 

生きる権利 ・自分を大切にしよう。そして、家族や周りの人も大切にしよう。 

参加する権利 
・いろいろな方法で自分を表現し、自分を高めていこう。そのことによって、周り

の人に迷惑をかけたり、傷つけたりしないように気をつけよう。 
 

3. 取組方針 

市、地域、企業、家庭、学校等は、それぞれの立場で子どもを育てていく大人として、まずは

できることから取り組むこととしています。 

 

① 市     子どもの権利を基本とした健全育成のための施策を推進します 
市は、地域の実情に合わせた新たな施策を構築し、そのために関係部署が整合性をもっ

て取組を進められるよう連携体制の確立を図るとともに、民間と行政が一体となった着実かつ

効果的な施策を推進します。 

 

② 学校等  豊かな心を育むとともに、施設の開放や行事など、地域と協調・連携した
施設づくりに努めます 

学校等（学校、幼稚園、保育所(園)等児童福祉施設など）は、子どもが成長し、人格を形成

する過程で、最も重要な時期に極めて大きな役割を果たす場です。 

専門的知識や施設を利用し、子どものたくましく生きる力と豊かな心を育む教育、福祉の

充実に努めます。 

また、施設の開放や行事などを通して地域社会と協調・連携し、地域における子育て支援

機関としての役割を果たしていきます。 

 

③ 地域   住民みんなが結び合い、心豊かな子どもを育もう 
地域社会は、子どものみならず、地域に住むすべての人々が日々充実した生活をいとな

んでいくための大切な場です。近隣同士の連帯を深め、地域やボランティア団体等が相互の

連携を保つことで、家庭や行政では充分果たせない領域を補うことができます。 

今後は、子育てのための相互支援活動に、ますます積極的に取り組みましょう。 

 

④ 企業   子育てや働く子どもを支援する職場環境を整備しよう 
企業は、共働き世帯が増加するなかで、子育て支援についても、その果たすべき役割が

増大しています。 

職業生活と子育てを中心とした家庭生活との調和を確保するため、就業に関する環境や

条件の整備を積極的に推進し、子育てにやさしい環境づくりに向けた自主的活動を展開す

るなどの社会的な貢献に努めましょう。 

また、働く子どもがいる職場では、子どもが自立した一人の人間として成長していくために、

知識・教養を高めたり、技術を習得する機会を与えましょう。 
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⑤ 家庭   家庭は子育ての原点です 
子どもの成長に合わせた適切な子育てをしよう 

家庭は社会の基礎集団で、子どもが生まれ育つ基本的な場です。子育てそのものが社会

的な価値を持っているという認識のもと、家庭では保護者が子育てに対する自覚と責任をも

って協力しあいながら子どもを育てていくことが必要です。 

子どもの成長に合わせた適切な子育てができるように保護者も成長していきましょう。 

 

⑥ 子ども  子どもは自らの権利を自覚し、その権利を行使するにあたっては、社会や
他人のことを思いやり、尊重しよう 

子どもの権利は義務を果たすことを条件として認められるものではなく、生まれながらにす

べての子どもに無条件にあるものです。 

権利を行使するときには、自分の権利が尊重されているのと同じように他の人の権利も尊

重しましょう。 
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第３章 行動計画・行動指針 
 

Ⅰ 生きる  子どもが安心して生きるために 
 

第10条  子どもは、命が守られ、尊重され、安心して生きる権利を有する。 

 

《行動計画》 
市や学校等は子どもたちが安心して生きることを支援する施策を進めます。 

 

１．子どもの権利、命の大切さを学ぶ機会を提供します 
子どもの権利は生まれながらにしてあるもので、決して義務を負うものではありません。条例に基づく

子どもの権利についてその周知、啓発に努めるとともに、生きることを通して命の大切さを学ぶ機会を提

供します。 

 

① 子どもの権利侵害に対する相談、支援と救済を実施する。 
・子どもの権利救済委員会や子ども相談室の周知、活用を進める。 

 

② 差別を許さない子どもを育成するため、人権教育を充実する。 
・学校教育や社会教育並びに保育所(園)や幼稚園における人権教育を充実する。 

 

③ 子どもの権利について正しい認識を深める学習を進める。 
・学校教育や社会教育において、子どもの権利について学習を深める。 

 

④ 義務教育段階から乳幼児とふれあい、世話をする体験を持つことで命の大切さを実感

できるようにする。 
・地域子育て支援センターや保育所(園)、幼稚園でのふれあい等の機会を提供する。 

 

⑤ 子どもの権利の周知、啓発を進める。 
・家庭や地域、事業所等への「子ども条例」の周知、啓発に努める。 

・「子どもの権利を考える週間」（毎年11月20日の翌日から1週間）の趣旨にふさわしい事業を実施す

る。 

・多くの市民に子どもの権利等について理解が得られる研修会、講演会等の機会を提供する。 

 

⑥ 子どもが自己肯定感をもち、自分の思いを表現する力を育てる。 
・悩みや思いを表現する力を育てる。 

・人への信頼感を育てる保育の充実を図る。 

・子どもが主体となる「子ども会議」「子ども権利週間行事」の企画・参加・運営を促進する。 

 
※「子ども権利週間行事」：名張市子ども条例第１８条に定められる「子どもの権利を考える週間」を略したもので、

子どもの権利について市民の関心と理解を深めるために、「週間」として事業を行いま

す。当初、１９８９年１１月２０日に、国連で児童の権利に関する条約が採択・制定された

ことから、この日を中心に規定しようとしましたが、他の施策との関連も考慮し、具体的な

時期は定めていません。 
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◇アンケート調査：名張市に「子ども条例」があることを知っていますか。 
〔回答：①知っている  ②知らない〕 

《小学５年生》 

32.8%

67.2%

28.5%

71.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

①

②

今回

前回

 
 

《中学２年生》 

7.7%

92.3%

18.2%

81.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

①

②

今回

前回

 
 

※ 当該計画策定の検討資料として、平成２３年６月に「子どもの権利に関する実態・意識についてのアンケート調

査」を実施しました。当該計画書には、市内小学２年生と５年生、市内中学２年生の調査結果を掲載しています。

ただし、設問によっては、小学２年生には実施していないものもあります。なお、前回として表記しているのは、先

の計画策定のために平成２０年２月に実施した調査結果で、その時には小学２年生は実施していません。 

 

２．子どもの健康を守ります 
福祉、医療、教育の連携で子どもを健やかに育む体制を整えます。 

 

① 子どもの心身の健やかな発達を支援する。 
・保健センターでの健診や子育て相談の実施により、子どもの健やかな成長を支援する。 

・子どもの発達のために保健・医療・保育・福祉・教育の関係機関が連携し、総合的に支援できるシス

テムの構築を図り、発達障がいをサポートする取組を行う。 
・新たな保育ニーズに対応する保育サービスの充実に努める。 

 
※ 障がいの表記については、前の計画の策定時において、子どもの権利の視点から「しょうがい」を「障がい」とす

ることとしていることから、今回も同様に表記することとしました。 

 

② 幼稚園・保育所(園)、学校での食育を推進する。 
・望ましい食習慣を身につけ、食事を通して自らの健康管理ができるよう、関係機関と連携して、発達

段階に応じた食に関する指導を充実させる。 

・学校・保育所（園）給食における地産地消を推進するとともに、地域の食文化や伝統に関する理解と

関心を深める。 

・給食のアレルギー対応を推進する。 
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《行動指針》 
子どもが安心して、安全に暮らせること、個人として尊重され、「かけがえのない存在」である

ことを日々実感できることが子どもの思いやりを育てます。 

子どもの「生きる」を地域や家庭で、大人たちが協力して支えていきましょう。 

 

1. 子どもの安全、安心を守ろう （地域） 
子どもが安心して生きるためには地域で支えることが大切です。 

 

①  子どもが安心・安全に過ごせるまちをつくろう。 
・子どもの目線にたった地域の安全マップを地域でつくろう。 

・危険箇所の点検や改善等で子どもにやさしく安全な地域をつくろう。 

・危険箇所へのパトロールを行おう。 

・地域ぐるみで防災対策に取り組もう。 

 

2. 子どもに愛情をもって接し、子どもの人格を尊重しながら育てよう （家庭） 
子どもが一人の人間として尊重され、健やかに育まれることができる生活の場が大切です。 

子どもの成長に合わせた支援をしましょう。 

 

① 子どもに愛情をもって接しよう。 

 

② 子どもが安全で安心して暮らすことができる生活環境を確保しよう。 

 

③ 子どもの健康を保持できるように努めよう。 

 

④ 成長に応じて、適切な食事と睡眠がとれるように配慮しよう。 

 

⑤ 家庭の中でお互いの人格を認め合い、助け合い、普段の生活の中で平等・公平な意識

を大切にしよう。 

 

⑥「男は仕事」、「女は家事・育児」といったこれまでの役割分担意識を固定化するの

ではなく、家族で話し合い、支えあう意識を高めよう。 

 

３． 自分を大切にしよう 

そして、家族や周りの人も大切にしよう (子ども） 
自分に一番大切なものは「命」です。命の代わりはありません。 

命の大切さを考え、生きることはすばらしいと感じられる日々を過ごしましょう。 

 

① 学校、地域でのさまざまな体験活動を通して命の大切さ、生きていることのすばらし

さを体感しよう。 

 

② 家族や友達、周りの人を大切にし、思いやりの心を持って行動しよう。 
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Ⅱ 育まれる 子どもが家庭や社会、学校等で一人の人間としてよりよく育つた
めに 

 

第11条  子どもは、愛情と理解をもって、成長にふさわしい環境で育まれ、個性と能力の発達に

合わせて、適切な指導及び教育を受ける権利を有するとともに、必要な休息、余暇又は

遊びの機会を得る権利を有する。 

 

《行動計画》 
市や学校等は自立性や豊かな人間性を育む活動を支援するとともに、活動の機会や場の提

供に努めます。 

 

１．地域での子育てを応援します 
地域での活動でさまざまな体験をすることにより、子どもの自主性や豊かな人間性が育まれます。 

子どもを育む地域活動を奨励・支援し、地域で子どもを育てる意識が浸透するよう働きかけていきま

す。 

 

① 地域の子ども育成活動を支援する。 
・子ども会やスポーツ少年団等、子ども育成活動をリードする指導者を養成する。 

・子ども育成活動を支援する情報を提供する。 

・スポーツ・文化等の活動拠点として学校施設の開放を進める。 

・生徒会活動やクラブ活動等と市民活動の連携を進め、ジュニアリーダー等の発掘と育成を強化し、

世代を超えた青少年の健全育成の基盤を築く。 

 

２．企業や市民団体の子育てを応援します 
市民による子育てグループやボランティア活動など、子育ての自主的な取組は、社会で支える子育て

という意味で大変重要な取組です。 

市は、自主的な市民活動の支援と、企業の子どもへの関わりを進めていきます。 

 

① 子どもの育成に関する自主的な市民活動を促進する。 
・子どもの健やかな育ちや安心・安全のために活動するグループの組織、育成を支援する。 

・市民グループによる子育て支援や健全育成等に関する事業を支援する。 

・市民参加型の自主的な子育てセミナーなどの開催を支援する。 

 

② 子どもの健全育成への企業のかかわりを促進する。 
・より多くの企業が子どもの育成についての認識を高めていくよう、子どもの職場体験の機会の充実や、

企業から学校等への講師の派遣などの働きかけを行う。 

・子育てに関する企業内研修等を奨励する。 

・ワーク・ライフ・バランス（仕事と家庭生活の両立）について、企業への啓発、周知活動を推進する。 

 

３．学校教育等を充実させ、生きる力・豊かな心を育みます 
学校教育などにおいて、「確かな学力」の定着や「生きる力」の育成を目指すとともに、いじめ防止の

取組や、教育相談体制の整備充実、家庭や地域社会との連携を深めていきます。また、いろいろな体

験や経験を積み、学ぶことにより、相手の気持ちや社会のありようを理解することを通して豊かな心を育

てます。 

 



 

13 

① 学校教育を充実する。 
・保育所(園)、幼稚園、小・中学校等の子どもが、読書や音楽、絵画など、子どもの文化的活動を発表

し、スポーツ活動の成果を発揮する機会を充実させ、豊かな情操や健全な心身を育む。 

・障がいのある児童・生徒一人ひとりに必要な支援を行なう特別支援教育を充実する。 

・児童生徒の学力、体力、生活状況を把握、分析し、指導体制の充実や指導方法の工夫、さらに、子

どもの状況に応じたきめ細やかな指導を推進する。 

 

② いろいろな体験の場を提供する。 
・義務教育段階から乳幼児とふれあい、世話をする体験により、命の尊厳を実感させる。 

・地域社会の協力を得て、高齢者との交流、ボランティア体験などの体験学習を充実させる。 

・望ましい職業観、勤労観及び仕事に対する知識技能を身につけさせるため、各事業所における職

場体験学習を進める。 

・野外活動などの自然体験の機会の充実を図る。 

・郷土の自然や伝統、文化、歴史等について学び、親しむとともに、主体的に継承できる環境を整備

する。 

 

③ 就学前の保育・教育を充実する。 
・基本的生活習慣や態度を養う 

・人とのかかわりの中で、相手の話を聞き相手を理解することや、協調の態度を養う。 

・生命や、自然及び社会の事柄についての興味・関心を育て、豊かな心、考える力を培う。 

・さまざまな体験を通して、豊かな感性や表現力を育む。 

・保育所(園)、幼稚園、小学校の連携・交流を図り、就学前教育・保育内容の充実を図る。 

 

 
◇アンケート調査：学校にいくのが楽しいと思いますか。 

〔回答：①思う  ②まあまあ思う  ③あまり思わない  ④思わない〕 

 

《小学２年生》 

61.9%

25.8%

8.0%

4.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

①
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④
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《小学５年生》 

50.0%

34.4%

10.7%

4.9%

47.0%

37.9%

10.4%

4.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

①

②
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④

今回
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《中学２年生》 

39.1%

40.9%

13.5%

6.5%

45.4%

41.1%

9.2%

4.3%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0%

①

②

③

④
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４．家庭教育を支援し、明るくいきいき子育てができるようにします 
家庭の教育力の低下、子育ての孤立化など、家庭でのさまざまな問題があるなかで、子育て家庭へ

の適切な支援を行なっていきます。 

 

① 家庭教育を支援する。 
・子どもの成長に係る家庭の教育力の向上を図る学習機会の提供と内容を充実する。 

・父親の子育て参加を促す参加型講座を多くの地域で開催する。 

・保護者が子どもとの関わり方や家庭の大切さを学ぶことができる機会や場を提供する。 

・保育所(園)、幼稚園、小・中学校、保健センター、こども支援センターかがやきなどの関係機関が連

携して、子どもの発達段階に応じて効果的に相談に対応するとともに、地域における子育て、家庭教

育の拠点としての機能も発揮できるよう環境を整備する。 

 

② 子育て支援を充実する。 
・健やかな子育てや育児不安への対応のため、未就園児のいる家庭に対して保育所(園)、幼稚園に

おける子育て支援機能を充実する。 

・男女が共に家族の一員として家事や子育てに参画できるよう、男女共同参画推進事業に取り組みま

す。 

・各地域にマイ保育ステーションを設置し、在宅保育家庭への子育て支援を行う。 

・地域において住民が互いに支え合って子育てを支援できる環境を充実させる。 
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５．社会のルールを守り、自立する心を育みます 
学校等での学習や行事、活動を通し、社会規範や自主性を育てます。 

 

① 交通安全や礼儀など、社会のルールやマナーを子どもが身につけられるようにする。 
・保育所(園)、幼稚園及び学校における防犯、交通安全等の学習や行事を支援する。 

 

② 友達との交流のなかで、互いの考えを認め合うことの大切さや、協調性を体得できる

ようにする。 
・学校や地域と連携し、公共心や規範意識、他人を思いやる心などを育む道徳教育を推進する。 
・友だちや乳幼児・高齢者・地域の人と触れ合える機会や場の提供に努める。 

 

③ 自分の事は自分でできるようになることに心を配り、自立する心を育てる。 
・望ましい職業観・勤労観を身につけるための学習や、夢を育み、その実現に向かって主体的に学ぶ

子どもを育てるキャリア教育を推進する。 

・基本的生活習慣、対人関係等における望ましい行動の規範が、個々の発達段階に即した学習がで

きる保育を推進する。 

 

６．地域に開かれた学校づくりを進めます 
学校等は保護者や地域住民、事業者に対して協力や参画を働きかけ、地域の信頼に応える開かれ

た学校づくりを進めます。 

 

① 優れた知識や技術を持つ社会人、また、地域の伝統を受け継ぐ人などをゲストティー

チャーとして迎える。 
・地域の方の豊かな経験や伝統技術などを授業に取り入れるために様々な分野の専門家や活動のリ

ーダーを招聘できるシステムを構築し、学校教育のより一層の充実を図る。 

 

② 学校等の情報を積極的に保護者、地域へ提供し、意見、協力を受けながら開かれた施

設づくりに努める。 
・めざす子ども像の実現に向けた学校づくりができるよう、地域、保護者、行政、関係機関が協働して

取り組む。 

 

③ 保護者や地域住民の訪問、行事参加（授業参観など）を幅広く柔軟に認める。 
・学校、家庭、地域が一体となって、子どもを育てる体制づくりを推進する。 

 

④ 学校の空きスペースを開放し、地域行事等に有効に活用できるようにする。 
・地域の行事や事業、放課後児童健全育成への空き教室の有効活用を図る。 

 

⑤ 地域に開かれた学校づくりを進め、登下校の安全ボランティアや図書ボランティア等、

地域住民に連携・協力を求める。 
・地域全体で学校を支え、子どもたちを健やかに育むために、学校生活支援ボランティアの発掘、活

用を図る。 
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７．職員の専門性の向上を図ります 
教育や子育ての専門的機関として期待される役割を担うために、職員一人ひとりの資質の向上を図り

ます。 

 

① 育児や子どもへの指導力の向上を図る研修や今日的課題に応じた研修を実施する。 

 

② いじめ防止や児童虐待に関する職員研修や相談体制など、職員の専門性の向上を図る。 

 

 

《行動指針》 
地域、企業、家庭それぞれの役割のなかでの取組を通して、心豊かな子どもを育みましょう。 

 

１．子育てを地域で見守ろう （地域） 
安心して子どもを生み育てるために、地域で子育てを支えることが大切で、そのための場の提供や仕

組みづくりが必要です。 

 

① 地域に子育ての情報や活動をサポートするための場を設けよう。 
・親同士が情報交換して連携できる機会を設けよう。 

 

② 子育て体験を伝えていこう。 
・子育ての先輩として、若い親の相談に乗り、アドバイスをしよう。 

 

③ 子育て卒業の大人にも地域の子どもにもっと関心をもってもらおう。 
・地域の子ども会活動などを支援しよう。 

 

２．社会のルールをみんなで守ろう （地域） 
社会のルールや社会規範は大人と子どもが一緒に実践し、守ることが大切です。 

地域のなかで自分の子どものように導きましょう。 

 

① 共に生きるために地域や家庭でのルール、マナーを教え、規範意識を高めよう。 
・子どもへの声掛けや、あいさつを励行しよう。 

・場面に応じて守るべきマナーを教えよう。 

・必要なときは遠慮せず注意しよう。 
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◇アンケート調査：隣、近所の人とあいさつしますか。 
〔回答：①する  ②ときどきする  ③しない〕 

 

《小学２年生》 

51.5%

38.6%

9.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

①

②

③

今回

 
 

《小学５年生》 

52.9%

40.4%

6.7%

48.6%

42.1%

9.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

①

②

③

今回

前回

 
 
《中学２年生》 

45.4%

42.5%

12.1%

36.2%

49.9%

13.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

①

②

③

今回

前回

 
 

３．地域で人づくりを進めよう （地域） 
子どもは地域の宝、地域のみんなで次世代の人材を育みましょう。 

 

① 子どもの頃から地域の一員として活動や地域貢献ができる人づくりを進めよう。 
・地域の行事などでの企画・運営の担い手を育てよう。 

 

② 地域内でいろいろな知識､技術をもつ人を見つけよう。 
・地域の人材バンクへの登録と活用を図ろう。 
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４．子育てに企業も一緒に関わろう （企業） 
社会をよくしていくために、社会全体で子どもを育んでいく必要と企業の役割について認識を深めま

しょう。 
 

① 企業内の福利厚生行事に、子どもの健全育成に貢献する活動や、親子で参加できる機

会を提供しよう。 

 

② 子どもの権利や子育て支援に関して従業員で話し合う場を持とう。 

 

③ 働く子どもがいる職場では、子どもが希望すれば高等学校の教育を受けることや技術

の習得に参加する機会を与えよう。 

 

５．「ワーク・ライフ・バランス」の取組を進めよう （企業） 
従業員が子育てや子どもの教育（授業参観など）のために、休暇取得や定時帰宅ができる職場づくり

を進めましょう。 
 

① 授業参観、懇談会など１学期に１回以上は子どもの学校等へ行けるような職場づくり

を進めよう。 

 

② 少なくとも週１回は早く帰宅し、子どもとのコミュニケーションの時間が持てるよう

な職場づくりを進めよう。 

 

③ 子どもに関する福利厚生制度の向上に努めよう。 
・従業員の育児休業や看護休暇が取れる職場環境を整えよう。 

・保育所(園)などへの送迎時間に配慮しよう。 

・企業内託児所の整備に努めよう。 

 

６．家庭内のコミュニケーションを大切にしよう （家庭） 
あいさつはコミュニケーションの基本です。 

家族が共に過ごす時間を増やす工夫やお互いが自分を出し合える会話をするなど、家庭がやすらぎ

の場となるよう豊かな家族関係を築きましょう。 
 

① 家族がお互いにあいさつを交わす習慣をつけよう。 

 

② 食事のときはテレビを消すなど、家族で落ち着いて話をする機会をつくろう。 

 

③ 保護者が従事している仕事のことや地域のことを積極的に子どもに話をして、子ども

に生きる意義、地域とのかかわりの大切さを伝えよう。 

 

④ 子どもの話をしっかり聴いて、子どもの思いや考えを受け止めよう。 

 

⑤ できるだけ家族そろって食事をとるようにしよう。 

 

⑥ 家族全員で共通の行事について話し合い、一緒に活動できる機会を持とう。 
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◇アンケート調査：家では「おはよう」や「おやすみ」など、家族とあいさつしますか。 
〔回答：①毎日する  ②ときどきする  ③しない〕 

 

《小学２年生》 

70.8%

25.6%

3.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

①
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《小学５年生》 

77.8%

20.1%

2.1%

74.1%

22.7%

3.2%
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《中学２年生》 

64.7%

26.4%

8.9%

61.5%

31.1%

7.4%
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①
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◇アンケート調査：家族と話をしますか。 
〔回答：①する  ②ときどきする  ③しない〕 

 

《小学２年生》 

78.9%

20.5%

0.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0%

①
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《小学５年生》 

89.5%

10.1%
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84.3%
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《中学２年生》 

75.8%

20.8%

3.4%

78.4%

20.2%

1.4%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0%

①
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③
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◇アンケート調査：家族と一緒に食事をしますか。 
〔回答：①朝食のとき  ②夕食のとき  ③朝・夕とも  ④しない〕 

 

《小学２年生》 

8.9%

23.0%

64.5%

3.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%
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《小学５年生》 

4.8%

26.8%

63.4%

5.0%
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37.4%
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《中学２年生》 

4.9%

40.9%

45.5%

8.7%

3.6%

54.9%

34.3%

7.2%
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①
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７．家庭のルール・社会のルールを身につけよう  （家庭） 
家族で話し合った約束ごとをお互いが守ることを通して、自分を律しルールを重んじる心が育ちます。

子どもの発達に応じて、守るべきルールを丁寧に伝える努力が大切です。また、子どもが家庭で役割を

担うことは、自立への第一歩です。 
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① 子どもの良いところはしっかりと褒め、悪いことやしてはいけないことをしたときは、

きちんと注意しよう。 

 

② 大人自らが、社会のルールやあいさつ、言葉づかい、他人への思いやりなど子どもの

模範となる礼儀や基本的な生活習慣を子どもに示そう。 

 

③ 隣人へのあいさつなどを通し、保護者自身が身近な人のことを知ろう。 

 

④ 家族の一員として子どもに役割をもたせ、家事に参加させよう。 

 
◇アンケート調査：家の手伝いをしますか。 

〔回答：①する  ②ときどきする  ③しない〕 

 

《小学２年生》 

37.8%

55.4%

6.8%
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《小学５年生》 

39.1%
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《中学２年生》 

30.7%

56.1%

13.2%

27.0%

63.6%

9.4%
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８．基本的生活習慣を身につけさせよう  （家庭） 
家庭では子どもたちがきちんとした生活習慣を身につけられるよう根気よくしつけることが大切です。 
 

① 家族全体で生活のリズムを整え、規則正しい生活をし、決まった時間に朝食をとるこ

とができるようにしよう。 

 

② 子どもに十分な睡眠と、早寝早起きの習慣を身につけさせよう。 
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Ⅲ 守られる 子どもの健やかな育ちを守るために 
 

第12 条  子どもは、安心して育つために、虐待をはじめ、身体的及び精神的に有害な環境から

保護される権利を有するとともに、プライバシーが守られ、名誉及び信用が傷つけられ

ないことが保障される。 

 

《行動計画》 
市や学校等は、子どもの権利に関わる相談や支援を行ないます。また、市民や関係団体と連

携して子どもが安心して、安全に暮らせるまちづくりに努めます。 

 

１．いじめ、虐待はしません、許しません 
人をいじめることは人間として許されない行為です。いじめ・虐待から子どもを守る体制の充実、地域

との連携強化を進めます。 
 

① いじめには毅然とした態度で対応する。いじめを許さない心情といじめをなくす実践

力を育てる。 
・生命や人権を尊重する態度、あらゆる差別をなくそうとする意欲と実践力を育む人権教育を推進す

る。 

 

② 虐待についての理解を深める啓発活動を行う。 
・虐待防止に係る啓発活動を強化する。 

 

③ 地域住民、関係機関との連携による虐待防止体制を充実する。 
・要保護児童等の適切な保護を図るために、関係機関と連携し、支援及び防止対策を充実する。 

 
◇アンケート調査：今までに、あなたはいじめ（いやなことを言う、暴力をふるう、ばかにする、

無視をするなど）をしたことがありますか。 
〔回答：①ある  ②ない〕 

 
※ いじめに関する設問は、今回のアンケートで「いじめ」の定義として、( )内の文言を入れましたが、前回の設問

では、単に「いじめ」という文言で調査しました。 

 

《小学２年生》 

39.7%

60.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%
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《小学５年生》 

59.7%

40.3%

56.6%

43.4%
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《中学２年生》 

70.7%
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◇アンケート調査：今までに、あなたはいじめ（いやなことを言う、暴力をふるう、ばかにする、

無視をするなど）を受けたことはありますか。 
〔回答：①ある  ②ない〕 

 

《小学２年生》 

78.0%

22.0%
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《中学２年生》 
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◇アンケート調査：いじめを受けたことが「ある」と答えた人に聞きます。その時の気持ちは、

次のどれに近いですか。 
〔回答：①学校に行くのが、いやになると感じるくらい  ②生きていくのが、いやに

なると感じるくらい  ③ ①②ほどではないが、いやになると感じるくらい〕 
《小学２年生》 

35.5%
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55.8%
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《中学２年生》 
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11.9%

49.7%

13.3%

33.7%

53.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

①

②

③

今回

前回
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２．地域とともに子どもを守ります 
今、子どもを取り巻く社会では、子どもの健全育成に有害な事象が増えています。 

地域と連携して有害な環境や犯罪、事件から子どもを守る取組を進めます。 
 

① 有害図書や薬剤など、子どもを取り巻く有害環境の浄化を進める。 
・有害環境浄化活動に努める。 

 

② 子どもの安全を確保する取組を進める。 
・危機管理マニュアルに基づき保育所(園)、幼稚園、学校の安全対策を充実する。 

・地域との情報を共有し、連携する体制を整える。 

・学校における防犯、交通安全等の学習や行事を支援し、学校の危機管理についての理解を深める

とともに、地域を挙げて組織的に子どもを見守り育てるシステムを構築する。 

・保育所(園)、幼稚園、小・中学校等における防災教育を推進する。 

 

③ 喫煙防止、薬物乱用防止教育や性教育、デートＤＶ防止教育など、子どもに身近で、

より深刻な課題に取り組む。 
・児童生徒に対し、関係機関と連携し、薬物乱用防止教室を開催する。 

 

④ 子どもの権利侵害に対する相談、援助及び救済体制を充実する。 
・子どもの権利の侵害に対し、子ども相談室など救済・支援体制の充実を図る。 

 
※「デートDV」：恋人間での体、言葉、態度による暴力のことをいい、親密な相手を思い通りに動かすために使われ

るあらゆる種類の暴力のことです。 

 

 

《行動指針》 
子どもの安全を守ることは家庭の役割であり、地域の支援が必要です。 

子どもにとって有害な環境への認識とそれへの対応を家庭、地域それぞれで考え取り組みまし

ょう。 

 

１．地域ぐるみの見守りと支援の輪をつくろう （地域） 
隣近所の安心・安全をお互いに守りあい、そのための結びつきを深めましょう。 
 

① 日ごろから地域住民同士の結びつきを深めるなかで子どもを見守り、いじめ・虐待な

どの発生防止に努めよう。 

 

② 子どもの安全を地域で見守ろう。 
・地域の子ども達へ「おはよう」「こんにちは」など声かけしよう。 

・通学路や公園を点検し、犯罪や事故が起こりにくい環境にしよう。 

・登下校の見守りや「子どもを守る家」に参加しよう。 

 

２．子どもの見守りに企業も参加しよう （企業） 
地域の安心・安全に積極的に取り組み、子どもが安心して、安全に暮らせるまちづくりに貢献しましょ

う。 
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① 仕事のなかで、できるだけ登下校等の子どもたちへの目配りや声かけを行ったり、子

どもが不安を感じて駆け込める店として協力しよう。 

 

② 仕事で車を運転する機会に、子どもを見守るパトロール活動に協力しよう。 

 

３．家庭から有害環境をなくし、プライバシーを守ろう （家庭） 
あらゆる情報があふれるなかで、家庭でもインターネットなどの情報内容に関心を持ち、子どもが有害

な情報に触れることがないように配慮することが必要です。 

 

① 子どもの成長に有害な図書や情報に近づけないようにしよう。 
・子どもに有害な本や新聞等は家庭には持ち込まないようにしよう。 

・子どもたちの携帯電話やインターネットの利用状況を把握し、トラブルや犯罪被害から守ろう。 

・フィルタリングサービスを利用し、有害情報から子どもを守ろう。 

 

② 成長に応じて、子どものプライバシーが保たれるよう配慮しよう。 

 
※「フィルタリングサービス」：違法・有害な情報を選んで排除するサービスのことをいいます。 

 



 

29 

Ⅳ 参加する 子どもが自ら社会に参加するために 
 

第13 条  子どもは、自由に自己の表現や意見を表明する権利を有し、そのための十分な機会が

得られ、また仲間づくり及び健全な集いの自由が認められる。 

 

《行動計画》 
市や学校等は、子どもたちに、さまざまな体験ができる機会と場を提供するとともに、学校施

設を地域の行事に活用できるように努めます。 

 

１．子どもたちが、積極的に参画できる機会と場を広げます 
子ども自身が考え、行動することが「生きる力」となります。子どもが受身でなく能動的に活動できる機

会と場の提供が子どもを育みます。 
 

① 市政について、子どもの意見を求める子ども会議を開催する。 
・子どもの意見を市政に反映させるため、子ども会議を開催する。 

 

② 子どもによる企画、運営等、子どもの自主的な活動を支援する。 
・子ども主体の催しである「ばりっ子広場」を子どもの自主的参加により開催する。 

 

③ 学校行事など施設運営に子どもの意見を反映させる。 
・児童会及び生徒会、児童館や放課後児童クラブの活動に、一人ひとりの子どもが、より積極的に自

分の意見を表現できる取組を推進する。 

 

④ 学級会、児童会等、子どもの自治的な活動を支援する。 

 

⑤ 未就園の子どもを対象とした施設の開放や遊び場を増やし、サークル活動を支援する。 
・子育てサークルの育成支援に努める。 

 
◇アンケート調査：学校生活や学校のルールなどについて、もっと子どもの意見を聞いてほしい

ことがありますか。 
〔回答：①ある  ②ない〕 

 

《小学５年生》 

31.5%

68.5%

37.4%

62.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

①

②

今回

前回
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《中学２年生》 

32.6%

67.4%

38.2%

61.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

①

②

今回

前回

 
 

 

２．居場所を確保し、体験活動を支援します 
子どもが健やかに育つために、さまざまな体験活動は子どもが自ら考え、判断し、行動する力や思い

やりのある心を育みます。 

市は、子どもを育てる活動を支援するほか、子どもの健やかな成長を図るため、子どものさまざまな体

験活動の充実や健全育成活動を進めていきます。 
 

① 子どもが人間関係を築き、安心して心を開いて話せる居場所の確保に努める。 
・一人ひとりの子どもにとって居心地の良い学級集団づくりを進める。 

・放課後児童クラブ、放課後子ども教室の充実を図る。 

 

② 地域で行なう子どもの体験活動を支援するため、情報の提供や、事業の円滑な実施を

支援する。 
・市民主体の青少年健全育成活動の制度の充実に努める。 

 

③ さまざまな体験の中から人と人とのふれあいを通して生きる力を身につける体験活

動を充実する。 
・さまざまな体験ができる場や、心に感動を覚えることができるような機会を提供する。 

・地域における子どもの社会奉仕を進める。 

 

 

《行動指針》 
子どもがいろいろな場に参加することは、活動を通して人とのつながりが広がるばかりでなく、

子どもが社会性を身につけることや、自己を高めることにつながります。 

 

１．出会いの場をたくさんつくろう  （地域） 
放課後や休日に、異年齢の友だちや地域の大人と一緒にさまざまなふれあいや体験をすることがで

きる場として、子どもの「居場所」を設けましょう。 
 

① 地域の行事などについて話し合う「子ども集会」や「子どもと大人の集会」を開こう。 
・大人と子どもが討議した意見を地域の活動に反映させよう。 

・中高生が子どものまとめ役となりながら、一緒に知恵を出し合おう。 

・地域に大人と子どもによる遊びの場を設けよう。 

・子どもの夢や希望、将来のことなどを語り合う機会と場を設けよう。 
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② 地域の行事、子どもの行事等に家族そろって参加し、「顔見知り家族」の輪を広げよ

う。 

 

③ 大人が子どもの良き先輩として、子どもの相談にのろう。 

 
◇アンケート調査：地域で行われる行事やお祭りなどに参加しますか。 

〔回答：①する  ②ときどきする  ③しない〕 

 

《小学２年生》 

56.0%

31.2%

12.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

①

②

③

今回

 
 

《小学５年生》 

57.3%

37.5%

5.2%

44.1%

50.3%

5.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

①

②

③

今回

前回

 
 

《中学２年生》 

41.2%

48.0%

10.8%

30.5%

57.9%

11.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

①

②

③

今回

前回
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◇アンケート調査：地域のことについても子どもの意見を聞いてほしいと思うことはありますか。 
〔回答：①ある  ②ない〕 

 

《小学５年生》 

29.4%

70.6%

34.1%

65.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

①

②

今回

前回

 
 

《中学２年生》 

21.9%

78.1%

26.6%

73.4%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0%

①

②

今回

前回

 
 

 

２．多くの出会いの場で、子どもを育もう （家庭） 
多くの人との出会いとつながりの中でこそ、大人も子どもも成長できます。 

子どもの意欲と関心を引き出し高めるさまざまな体験の場と機会を持ち、感動する心を育て個性を育

みましょう。 
 

① 子どもの関心事を大切にし、意欲を伸ばす機会をつくろう。 

 

② 保護者の一生懸命な姿を子どもに示そう。 

 

③ 子ども会活動やスポーツ活動への自主的な参加を支援しよう。 

 

④ 自立への試みや自己表現ができるよう、多くの人と出会える地域活動や学校行事等に、

家族が進んで参加しよう。 

 

⑤ 保護者が地域活動に積極的に参加しよう。 
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３．いろいろな方法で自分を表現し、自分を高めていこう 

そのことによって、周りの人に迷惑をかけたり、傷つけたりしないように気

をつけよう （子ども） 
自分の好きなこと、得意なことで自分を表現し、他人から認められることは自分に自信を持つことがで

き、生きていることの素晴らしさを感じることができます。 

ひとりよがりになったり、人に迷惑をかけたり、傷つけたりしないよう、他人を尊重し、自分の「一生懸命」

に取り組もう。 
 

① 自分の意見を言う時は責任を持ち、周りの人の意見も大切にしよう。 

 
※「一生懸命」：１か所の領地（土地）を命をかけて生活の頼みにする「一所懸命」から、命がけで物事をすること、ま

た、そのさまをいいます。 

ここでは、「一所懸命」＝「一生懸命」に取り組めることがらを一人ひとりが見つけ、挑戦し、自分を

高めていく大切さをいいます。 
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名張市子ども条例 

平成18年３月16日 

条例第14号 

目次 

前文 

第１章 総則（第１条―第９条） 

第２章 子どもの大切な権利とその保障（第10条―第16条） 

第３章 子どもの権利の普及（第17条・第18条） 

第４章 子どもの健全育成のための施策（第19条―第22条） 

第５章 子ども権利委員会（第23条） 

第６章 雑則（第24条） 

附則 

 

子どもは、かけがえのない大切な宝です。そして、この子どもたちに、名張市の将来を託すこ

とになります。 

子どもは、日本国憲法や国際連合で採択された「児童の権利に関する条約」に明記されてい

るように、基本的人権としての自由、平等の権利などとともに、生きる権利、育まれる権利、守ら

れる権利、参加する権利、教育を受ける権利などを有しています。 

しかし、子どもを取り巻く環境は大きく変化しており、本市においても、いじめ、児童虐待その

他子どもの権利が侵害されるなど、子どもの健全育成の達成には多くの課題が残されていま

す。 

今こそ、わたしたち名張市民は、子どもの権利を最大限尊重し、子どもが自らの権利を行使

できるよう保障するとともに、健全な育成を社会全体で支えるまちづくりに努めなければなりませ

ん。 

ここに、わたしたち名張市民の宝である子どもたちが、健やかに育まれ、将来に夢と希望をも

って力強く生きることができるよう、この条例を制定します。 
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第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、名張市で育つ子どもの最善の利益を尊重し、子どもの権利を保障すると

ともに、市、市民及び事業者が、子どもを社会の構成員として認め、それぞれの役割を明確

にし、社会全体で子どもの成長を支えることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

(１) 子ども 名張市で育つ18歳以下の者をいう。 

(２) 関係施設 児童福祉法（昭和22年法律第164号）に規定する児童福祉施設、学校教育

法（昭和22年法律第26号）に規定する学校その他これに類する施設をいう。 

（基本理念） 

第３条 市、市民及び事業者は、子どもの権利を尊重し、その保障に努めるとともに、相互に協

力し、子どもが安全に安心して暮らし、健全に育つまちづくりに努めなければならない。 

（市の役割） 

第４条 市は、基本理念にのっとり、子どもを取り巻く状況に充分配慮し、あらゆる施策を推進

するものとする。 

（市民の役割） 

第５条 市民は、子どもが心豊かに育つ生活環境及び教育環境の向上を目指したまちづくり

に努めなければならない。 

（事業者の役割） 

第６条 事業者は、雇用する市民が養育する子ども及び雇用する子どもの権利の保障並びに

健全な育成について市の施策に協力するとともに、子育てをしやすい環境の整備に努めな

ければならない。 

（保護者の役割） 

第７条 保護者は、その養育する子どもの権利の保障及び健全な育成に努めるべき第一義的

な責任者であること並びに家庭が子どもの成長に大きな役割を果たすことを理解し、子どもの
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成長に合わせて適切な支援をしなければならない。 

（関係施設の役割） 

第８条 関係施設の設置者、管理者及び職員（以下「施設関係者」という。）は、市の施策に協

力し、その施設において子どもが自ら考え、学べる環境の整備に努めるとともに、保護者その

他地域の住民との連携を図り、子どもの自主的な活動が安全に行われるよう配慮しなければ

ならない。 

２ 施設関係者は、子ども、保護者及び地域の住民に対して施設に関する情報を積極的に提

供するとともに、その施設の運営等に関し意見を聴く機会を持つ等、開かれた施設の運営に

努めなければならない。 

（子どもの役割） 

第９条 子どもは、自らの個性を大切にしながら、他人の権利を尊重し、家族、友達及び隣人

を大切にし、思いやりとゆとりのある心を持って行動するよう努めなければならない。 

 

第２章 子どもの大切な権利とその保障 

（生きる権利） 

第10条 子どもは、命が守られ、尊重され、安心して生きる権利を有する。 

（育まれる権利） 

第11条 子どもは、愛情と理解をもって、成長にふさわしい環境で育まれ、個性と能力の発達に

合わせて、適切な指導及び教育を受ける権利を有するとともに、必要な休息、余暇又は遊び

の機会を得る権利を有する。 

（守られる権利） 

第12条 子どもは、安心して育つために、虐待をはじめ、身体的及び精神的に有害な環境から

保護される権利を有するとともに、プライバシーが守られ、名誉及び信用が傷つけられないこ

とが保障される。 

（参加する権利） 

第13条 子どもは、自由に自己の表現や意見を表明する権利を有し、そのための十分な機会

が得られ、また仲間づくり及び健全な集いの自由が認められる。 
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（権利侵害の禁止） 

第14条 何人も、子どもの権利を侵害してはならない。 

（権利の侵害等からの救済及びその回復） 

第15条 市は、権利の侵害を受けた子どもに対する迅速かつ適切な救済及びその回復を図る

ための具体的な方策を確立しなければならない。 

２ 子どもの権利の侵害に関する相談を受けた者は、その解決に必要な者及び関係する機関

等と連携し、救済及びその回復に努めなければならない。この場合において、加害者となる

子どもがいる場合は、当該子どもに対しても適切な対応に努めるものとする。 

３ 市は、関係施設及び地域社会等と連携し、虐待、体罰及びいじめの防止並びにその早期発

見のための具体的な施策を推進するものとする。 

４ 施設関係者は、子どもが虐待、体罰及びいじめに関し、安心して相談ができる仕組みの整

備を図るとともに、その防止に関する研修等の実施に努めなければならない。 

（権利の救済） 

第16条 市長の附属機関として、子どもの権利救済委員会（以下「救済委員会」という。）を設置

する。 

２ 何人も、子どもの権利に関する事項について、救済委員会に相談し、又は救済を申し立てる

ことができる。 

３ 救済委員会は、前項による相談を受けたとき又は救済の申立てを受理したときは、規則の定

めるところにより、事案の調査及び審議等を行うものとする。 

４ 救済委員会は、必要があると認めるときは、関係機関に対し説明を求め、又は書類その他の

公開を求めることができる。 

５ 救済委員会は、必要があると認めるときは、当該申立人、親族等の関係者（以下「関係者」と

いう。）に対し説明を求め、又は関係者の協力を得た上で、書類その他の公開を求めることが

できる。 

６ 救済委員会は、調査及び審議の結果、必要があると認めるときは、関係機関及び関係者に

対して、助言又は是正の要望等を行うことができる。 

７ 救済委員会は、救済の申立てを受理した日から起算して90日以内に、前３項に基づく調査
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結果及び助言又は是正の要望等があった場合にはその内容を市長に報告するとともに、当

該申立人に通知するよう努めなければならない。 

８ 救済委員会は、学識経験を有する者のうちから市長が任命する委員３名以内で組織する。 

９ 委員の任期は２年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨

げない。 

10 前各項に定めるもののほか、救済委員会に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

第３章 子どもの権利の普及 

（子どもの権利の普及及び啓発） 

第17条 市は、子どもの権利について広く市民に理解されるよう努めなければならない。 

２ 市は、家庭教育、幼児教育、学校教育及び社会教育の中で、子どもの権利についての学習

等が推進されるよう必要な条件の整備に努めるとともに、市民及び事業者等が子どもの権利

について自主的な活動に取り組むことに対し、必要な支援に努めなければならない。 

３ 市は、子どもの権利の保障に職務上関係のある者に対し、子どもの権利についての理解が

より深まるよう研修等の機会を提供するものとする。 

（子どもの権利を考える週間） 

第18条 子どもの権利について市民の関心と理解を深めるとともに、本条例の目的の遂行を検

証するため、名張市子どもの権利を考える週間（以下「子ども権利週間」という。）を設ける。 

２ 市は、子ども権利週間に際して、その趣旨にふさわしい事業を実施し、広く市民の参加を求

めるものとする。 

 

第４章 子どもの健全育成のための施策 

（施策の基本方針） 

第19条 市は、子どもの大切な権利が保障され、子どもが心身ともに健全に成長するよう、子ど

もを取り巻くあらゆる環境を整備することを施策の基本とする。 

２ 市は、子どもが自主的かつ健全にスポーツ、文化、読書等の活動をするための場所づくりに

努めるものとする。 
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（基本計画） 

第20条 市は、前条の基本方針に基づき、子どもの健全育成に関する基本計画（以下「基本計

画」という。）を作成しなければならない。 

２ 市は、基本計画を作成するにあたっては、子どもから意見を聴くものとする。 

３ 基本計画は、策定後３年ごとに、推進状況等を勘案し、必要があると認めるときは、見直しを

するものとする。 

４ 市長は、基本計画の推進状況を毎年、議会へ報告しなければならない。 

（市の推進体制） 

第21条 市は、子どもの健全育成の施策を総合的に実施するために必要な体制を整備しなけ

ればならない。 

２ 市長は、基本計画を計画的に推進するため、市長を本部長とする子ども健全育成推進本部

を設置する。 

（子ども会議） 

第22条 市長は、市政について、子どもの意見を求めるため、子どもの自主的及び自発的な取

組により運営される子ども会議を開催する。 

２ 子ども会議は、その主体である子どもが定める方法により、子どもの総意としての意見等をま

とめ、市長その他の執行機関に提出することができる。 

３ 市長その他の執行機関は、前項の規定により提出された意見等を尊重しなければならな

い。 

４ 市長その他の執行機関は、子ども会議にあらゆる子どもの参加が促進され、その会議が円

滑に運営されるよう必要な支援を行うものとする。 

 

第５章 子ども権利委員会 

（子ども権利委員会） 

第23条 市長は、子どもに関する施策の充実を図り、子どもの権利の保障を推進するため、子

ども権利委員会を置くものとする。 

２ 子ども権利委員会は、子どもの権利の保障にかかわる総合的かつ計画的な施策について、
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市長の諮問に応じるとともに、定期的に又は必要に応じて会議を開催し、子どもに関する施

策における子どもの権利の保障の状況について調査審議する。 

３ 子ども権利委員会は、10人以内で構成するものとし、その委員は、人権、教育、福祉等子ど

もの権利にかかわる分野における学識経験者及び市長が必要と認める者とし、市長が委嘱

する。 

４ 委員の任期は２年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨

げない。 

５ 子ども権利委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の子どもの権利に関係する者に

委員会への出席を求め、子どもの権利の保障について意見を聴くことができる。 

６ 市長その他の執行機関は、子ども権利委員会の答申又は調査審議の結果を尊重し、必要

な措置を講じなければならない。 

７ 子ども権利委員会の組織及び運営に関して必要なその他の事項は、市長が別に定める。 

 

第６章 雑則 

（委任） 

第24条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この条例は、平成19年１月１日から施行する。ただし、第20条の規定は、平成19年４月１日か

ら施行する。 
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名張市子ども権利委員会規則 

平成20年11月25日 

規則第48号 

改正  平成23年２月１日規則第４号 

平成23年３月31日規則第11号 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、名張市子ども条例（平成18年名張市条例第14号）第23条第７項の規定に

基づき、名張市子ども権利委員会（以下「権利委員会」という。）の組織及び運営に関し必要

な事項を定めるものとする。 

（所掌事務） 

第２条 権利委員会は条例に定めることのほか、子どもの健全育成に関する基本計画の策定及

び見直しに関することを行う。 

（委員長及び副委員長） 

第３条 権利委員会に委員長及び副委員長各１人を置き、委員の互選により定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、権利委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理す

る。 

（会議） 

第４条 権利委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。 

２ 権利委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 権利委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決

するところによる。 

（部会） 

第５条 権利委員会は、その定めるところにより、部会を設けることができる。 

２ 権利委員会の部会に属させる委員は、委員長が指名する。 

（庶務） 
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第６条 権利委員会の庶務は、健康福祉部子ども政策室において行う。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成23年２月１日規則第４号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成23年３月31日規則第11号） 

この規則は、平成23年４月１日から施行する。 

 

 

名張市子ども権利委員会 委員名簿 
（任期：平成２５年１１月２９日まで） （順不同） 

氏  名 役  職  名  等 備  考（発令日） 

山村 博亮 名張市子ども会連合会代表 委員長 平成１９年１１月３０日 

椋本 憲 平成２１年４月１５日 

福井 太利 
名張市校長会代表 

 

平成２２年４月１３日 

髙木 裕美子 平成２１年５月２３日 

山森 理宏 
名張市ＰＴＡ連合会代表 

 

平成２３年４月２７日 

八木 美由起 平成２０年５月１３日 

宮崎 悦子 
名張市子育てサークル連絡協議会代表 

 

平成２２年５月１０日 

平成１９年１１月３０日 
檜垣 博子 皇學館大学教育学部教授 副委員長 

子どもの権利救済委員 

常木 春枝 平成１９年１２月６日 

福山 悦子 
民生委員・児童委員協議会連合会代表 

 

平成２３年１月１３日 

鈴木 聡 平成２１年４月１日 

今井 芳裕 
三重県伊賀児童相談所所長 

 

平成２３年４月１日 

松崎 律子 平成１９年１１月３０日 

植野 あさ子 
人権擁護委員 

 

平成２３年８月１５日 

岩見 充治 市民公募  平成１９年１１月３０日 

齋藤 誠 市民公募  平成１９年１１月３０日 
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「ばりっ子すくすく計画（第２次）」策定経過 
 子 ど も 権 利 委 員 会 備    考 

２２年度   

６月 

第１回子ども権利委員会（６／２４） 

１．子ども権利委員会について 

２．平成２１年度子ども条例推進事業について（報告） 

３．平成２２年度子ども条例推進事業について 

 

８月 
第２回子ども権利委員会（８／５） 

１．ばりっ子すくすく計画見直しについて 

 

１０月 

第３回子ども権利委員会（８／５） 

１．ばりっ子すくすく計画見直しについて 

・ 施策ヒアリングについて 

・ アンケートについて 

２．子ども条例推進事業について 

 

１２月 

第４回子ども権利委員会（１２／１５） 

１．ばりっ子すくすく計画見直しについて 

・ アンケートについて 

・ 施策ヒアリングについて 

２．子ども条例推進事業について 

３．名張市子ども権利委員会規則の一部改正について 

１月 

第５回子ども権利委員会（１／１９） 

１．ばりっ子すくすく計画見直しについて 

・ アンケートについて 

２．子ども条例推進事業について 

３．子どもの施策に関わる検討部会の設置について 

４．ばりっ子すくすく計画の推進状況について 

２月 

第６回子ども権利委員会（２／１６） 

１．子どもの施策の審議事項の諮問 

２．ばりっ子すくすく計画見直しについて 

・ アンケート内容の検討 

・ 子ども版子ども条例リーフレットについて 

３月 

第７回子ども権利委員会（３／２３） 

１．ばりっ子すくすく計画見直しについて 

・ アンケート内容について 

・ 施策ヒアリングについて 

２３年度  

４月 

第１回子ども権利委員会（４／２７） 

１．本年度の取組について 

・ アンケート調査 

・ 条例関連事業の実施 

・ ばりっ子すくすく計画見直し 

２．本年度のスケジュールについて 

５月 

 関係室事業進捗状況調査（５／１０～７／１）

子ども健全育成推進本部（５／２０） 

アンケート調査（配布・調査・回収） 

（５／２３～６／２０）

８月 

第２回子ども権利委員会（８／３０） 

１．ばりっ子すくすく計画の見直しについて 

・ 具体的施策の推進状況（内部評価）について 

・ アンケート調査の集計について 

・ 各行動計画・行動指針の見直し 
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９月 

第３回子ども権利委員会（９／２７） 

１．ばりっ子すくすく計画の見直しについて 

１０月 

第４回子ども権利委員会（１０／１８） 

１．ばりっ子すくすく計画の見直しについて 

子ども条例推進プロジェクトチーム会議 

（１０／１９）

主管室長会議 （１０／２７） 

１１月 
 子ども健全育成推進本部（１１／４） 

教育民生委員会（１１／９） 

１２月 
パブリックコメント意見募集（１２／５～１／５）

１月 

第５回子ども権利委員会（１／２４） 

１．パブリックコメント意見募集結果について 

２．ばりっ子すくすく計画第２次について 

主管室長会議 （１／１２） 

子ども健全育成推進本部（１／１９） 

２月 
 教育民生委員会（２／７） 

 

３月 
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